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◎
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
三
年
七
月
二
十
三
日
内
閣
府
・
厚
生
労
働
省
令
第
六
号
）

改

正

案

現

行

（
登
録
の
拒
否
に
係
る
そ
の
他
の
者
）

（
登
録
の
拒
否
に
係
る
そ
の
他
の
者
）

第
四
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
。
以
下

第
四
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

厚
生
年
金
基
金
又
は
企
業
年
金
連
合
会
が
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十

一

厚
生
年
金
基
金
又
は
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
が
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和

九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
命
令
に
違
反
し
、
同
条
第

二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
命
令
に
違
反
し
、
同

五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の

処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
厚
生
年
金
基
金
又
は
企
業
年
金
連
合
会
の
役

日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
厚
生
年
金
基
金
又
は
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
の
役
員

員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

二
～
十
八

（
略
）

二
～
十
八

（
略
）

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

第
十
一
条

記
録
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
が
作
成
す
る
法

第
十
一
条

記
録
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
が
作
成
す
る
法

第
百
一
条
の
帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
百
一
条
の
帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

厚
生
年
金
保
険
法
第
百
四
十
四
条
の
六
第
四
項
若
し
く
は
第
百
六
十
五
条
の

三
第
四
項
又
は
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
百
十
七
条
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第

百
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
が
移
換
さ
れ
た
者
に
通
知
し
た
内
容
を
記
録
し
た
書

面
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２

運
用
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
が
作
成
す
る
法
第
百
一

２

運
用
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
が
作
成
す
る
法
第
百
一

条
の
帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

条
の
帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
の
内
容
及
び
令
第
十

。
）
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
の
内
容
及
び
令
第
十

二
条
第
二
項
（
令
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
条
第
二
項
（
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
規
定
に
よ
り
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
を
選
定
し
た
理
由
を
記
録

に
よ
り
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
を
選
定
し
た
理
由
を
記
録
し
た
書

し
た
書
面

面

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

様
式
第
七
号

第
十
二
条
関
係

様
式
第

七
号

第
十

二
条
関
係

（
）

（
）

１
３

略
１

３
略

～
（

）
～

（
）

４
報
告
者
が
法

第
２
条
第
７
項
第
１
号
イ
の
業
務
を
担

当
す
る

加
入

者
等
に

係
る

４
報

告
者

が
法

第
２

条
第
７
項

第
１
号
イ
の

業
務
を
担

当
す

る
加

入
者

等
に

係
る

．
．

運
用
の
状
況

運
用

の
状

況

運
用

商
加

入
者

等
数

個
人

別
管

理
運

用
の

方
元
本
確
保
の

株
券
等

運
用
商

品
名

加
入

者
等
数

個
人
別

管
理

資
産

総
額

品
名

資
産

総
額

法
の

種
類

運
用
の
方
法

企
業

型
年

金
加

入
者

数
人

企
業
型

年
金
加

入
者
数

人
円

企
業

型
年

金
運

用
指

図
者

数
人

企
業
型
年

金
運
用

指
図
者

数
人

円

個
人

型
年

金
加

入
者

数
人

個
人
型

年
金
加

入
者
数

人
円

個
人

型
年

金
運

用
指

図
者

数
人

個
人
型
年

金
運
用

指
図
者

数
人

円

合
計

人
合

計
人

円

企
業

型
年

金
加

入
者

数
人

企
業
型

年
金
加

入
者
数

人
円

企
業

型
年

金
運

用
指

図
者

数
人

企
業
型
年

金
運
用

指
図
者
数

人
円
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個
人

型
年

金
加

入
者

数
人

個
人
型

年
金
加

入
者
数

人
円

個
人

型
年

金
運

用
指

図
者

数
人

個
人
型
年

金
運
用

指
図
者

数
人

円

合
計

人
合

計
人

円

企
業

型
年

金
加

入
者

数
人

円

企
業

型
年

金
運

用
指

図
者

数
人

円

－
－

－
合

計
個

人
型

年
金

加
入

者
数

人
円

個
人

型
年

金
運

用
指

図
者

数
人

円

合
計

人
円

。

備
考

備
考

営
業

年
度
末

の
状
況

に
つ
い
て

記
載

す
る
こ

と
（

）
（

）

１
営
業
年
度
末
の
状
況
に
つ
い
て
記
載

す
る
こ
と

．
。

２
運
用
の
方
法
の
種
類

の
欄
に
つ
い
て
は

令
第
１
５

条
第

１
項
各

号
に

．
「

」
、

掲
げ
る
運
用
の
方
法
に
応
じ

該
当
す
る
号

番
号
を
記
載
す

る
こ
と

、
。

３
元
本
確
保
の
運
用
の
方
法

の
欄
に
つ
い
て
は

当
該

運
用
の

方
法

が
令

．
「

」
、

第
１
６
条
に
規
定
す
る
運
用
の
方
法
に
該
当

す
る
場
合
に
は

○
印
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
株
券
等

の
欄
に
つ
い
て
は

当
該
運
用
の
方
法
が
令
第

条
第

１
項

．
「

」
、

１
５

第
２
号
ハ
又
は
同

項
第
３
号
カ
か
ら
ナ
ま
で
に
掲
げ
る
運

用
の

方
法

に
該

当
す

る
場
合
に
は
○
印
を
記
載
す
る
こ
と

。

５
給
付
の
状
況

５
給

付
の

状
況

．
．

【

】

【

】

企
業

型
年
金

企
業

型
年

金

給
付

営
業

年
度

末
の

受
給

者
数

う
ち

本
年

度
支

給
総

額
う

ち
新
規
受
給
者

へ
の
支
給

給
付

営
業
年

度
末
の
受

給
者

数
う

ち
本

年
度

支
給

総
額

う
ち

新
規

受
給

者
へ

の
支

給

（

（

（

（

）

）

）

）

の
新

規
受

給
者

数
額

の
新

規
受

給
者
数

額
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（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

年
金

女
人

人
円

円
年
金

女
人

人
円

円

（

）

（

）

（

）

（

）

計
人

人
円

円
計

人
人

円
円

老
齢

給
付

金
老
齢

給
付
金

（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

一
時

女
人

人
円

円
一
時

女
人

人
円

円

（

）

（

）

（

）

（

）

金
計

人
人

円
円

金
計

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

年
金

女
人

人
円

円
年
金

女
人

人
円

円

（

）

（

）

（

）

（

）

計
人

人
円

円
計

人
人

円
円

障
害

給
付

金
老
齢

給
付
金

（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

一
時

女
人

人
円

円
一
時

女
人

人
円

円

（

）

（

）

（

）

（

）

金
計

人
人

円
円

金
計

人
人

円
円

男
人

人
円

円
男

人
男

円

（

）

（

）

死
亡

一
時

金
女

人
人

円
円

死
亡

一
時
金

女
人

女
円

（

）

（

）
計

人
人

円
円

計
人

計
円

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

男
円

円

（

）

（

）

（

）

（

）

脱
退

一
時

金
女

人
人

円
円

計
女

人
人

女
円

円

（

）

（

）

（

）

（

）

計
人

人
円

円
計

人
人

計
円

円

（

）

（

）

男
人

人
円

円

（

）

（

）

計
女

人
人

円
円
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（

）

（

）

計
人

人
円

円
【

】

【

】

個
人
型
年
金

個
人

型
年

金

給
付

営
業

年
度

末
の

受
給

者
数

う
ち

本
年

度
支

給
総

額
う

ち
新

規
受
給
者
へ
の

支
給

給
付

営
業

年
度
末

の
受

給
者

数
う

ち
本
年

度
支
給

総
額

う
ち

新
規

受
給
者

へ
の

支
給

（

（

（

（

）

）

）

）

の
新

規
受

給
者

数
額

の
新
規

受
給

者
数

額

（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

年
金

女
人

人
円

円
年
金

女
人

人
円

円
（

）

（

）

（

）

（

）

計
人

人
円

円
計

人
人

円
円

老
齢

給
付

金
老
齢
給
付
金

（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

一
時

女
人

人
円

円
一
時

女
人

人
円

円

（

）

（

）

（

）

（

）

金
計

人
人

円
円

金
計

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

年
金

女
人

人
円

円
年
金

女
人

人
円

円

（

）

（

）

（

）

（

）

計
人

人
円

円
計

人
人

円
円

障
害

給
付

金
老
齢
給
付
金

（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

一
時

女
人

人
円

円
一
時

女
人

人
円

円

（

）

（

）

（

）

（

）

金
計

人
人

円
円

金
計

人
人

円
円

男
人

人
円

円
男

人
円

（

）

（

）

死
亡

一
時

金
女

人
人

円
円

死
亡
一
時
金

女
人

円

（

）

（

）

計
人

人
円

円
計

人
円

（

）

（

）
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男
人

人
円

円
男

人
円

（

）

（

）

脱
退

一
時

金
女

人
人

円
円

脱
退
一
時
金

女
人

円

（

）

（

）

計
人

人
円

円
計

人
円

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

男
人

人
円

円
男

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

計
女

人
人

円
円

計
女

人
人

円
円

（

）

（

）

（

）

（

）

計
人

人
円

円
計

人
人

円
円

６
略

６
略

．
（

）
．
（

）

（

）

（

）

法
第
２
条
第
７

項
第
１
号
ハ
に
係
る
業
務
の
状
況

法
第

２
条

第
７

項
第

１
号
ハ
に

係
る
業
務
の

状
況

７
法
第
２
条
第
７
項
第
１
号
ハ
の
給
付
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
の

件
数

７
法

第
２

条
第

７
項

第
１
号
ハ
の

給
付

を
受

け
る

権
利
の

裁
定
の
件
数

．
．

老
齢

給
付

金
障

害
給

付
金

死
亡

一
時

金
脱
退
一
時
金

老
齢
給
付
金

障
害

給
付

金
死

亡
一

時
金

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

企
業

型
年

金
企

業
型

年
金

企
業

型
年

金
企
業
型
年
金

企
業
型
年
金

企
業

型
年

金
企

業
型
年

金

男
男

男
男

男
男

男

女
女

女
女

女
女

女

計
計

計
計

計
計

計

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

個
人

型
年

金
個

人
型

年
金

個
人

型
年

金
個
人
型
年
金

個
人
型
年
金

個
人

型
年

金
個

人
型
年

金

男
男

男
男

男
男

男

女
女

女
女

女
女

女

計
計

計
計

計
計

計

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

【

】

総
計

総
計

総
計

総
計

総
計

総
計

総
計

男
男

男
男

男
男

男

女
女

女
女

女
女

女



- 7 -

計
計

計
計

計
計

計

。

。

営
業
年
度
内
の
実
績
を
記
載
す
る
こ
と

営
業
年

度
内

の
実

績
を

記
載

す
る
こ

と

８
９

略
８

９
略

．
．

（
）

．
．
（

）

法
第
８
３
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
状
況

（
）

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理

機
関
が
法
第
８
３
条
第
２
項
の

規
定
に

よ
り

行
っ

10
．た
個
人
別
管
理

資
産
が
連
合
会
に
移
換
さ
れ
た
者
へ
の

通
知
の

件
数

等

運
用

関
連

運
営

管
理

機
関

名
等

件
数

移
換

金
額

人
円

人
円

計
人

円

（

備
考

）

１
当
該
事
業
年
度
内
に
法
第
８
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
個

人
別

管
理

資
産

．が
連
合
会
へ
移
換

さ
れ
た
者
へ
の
同
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
る

通
知

の
実

績
を

記
載
す
る
こ
と

。

２
運
用
関
連
運
営
管
理
機

関
名
等

は
当
該
通
知
を
し

た
者
に

係
る

法
第

「

」

．
、

２
条
第
７
項
第
２
号
に
掲
げ
る
業
務
を
受
託

し
て
い
る
運
用

関
連
運

営
管

理
機

関
名
又
は
事
業
主

名
を
記
載
す
る
こ
と

。

３
件
数
の
多
い
順
に
記
載
す
る
こ
と

．
。

様
式
第
八
号

第
十
三
条
関
係

様
式

第
八

号
第

十
三
条
関

係
（

）
（

）



- 8 -

表
面

表
面

（
）

（
）

第
百
二

十
条

次
の

各
号

の
い
ず

れ
か

第
百

二
十
条

次
の
各
号

の
い

ず
れ

か

に
該

当
す

る
者

は
、

六
月

以
下

の
懲

に
該

当
す

る
者

は
、

六
月
以

下
の

懲

略
役

又
は

五
十

万
円

以
下

の
罰

金
に
処

役
又

は
二

十
万
円

以
下

の
罰

金
に

処
（

）

す
る

。
す
る

。
略

（
）

一
五

略
一

五
略

～
（

）
～

（
）


